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改元に伴う建設業法施行規則等の様式及び建設業許可事務ガイドライン 

の改正について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、国土交通省から本会に対し、改元に伴う建設業法施行規則等の様式及び建設業許可

事務ガイドラインの改正について通知がありました。 

通知の内容は、「平成」を「令和」に改める等、改元に伴う改正及び所要の措置を行ったと

いうものですが、運用については、平成 31 年 4 月 11 日付け全建事発第 007 号「建設業許可

等に係る改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」にて添付しました「建設業許可等

に係る改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」（平成 31 年 4 月 5 日国土建第 8 号）

の通知内容を原則としておりますので、併せてご確認ください。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件につきまして、貴協会会員企業の皆様

に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【添付資料】 

・省令改正通知 

・許可事務ガイドライン改正通知 
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